
●マージン率は、下記計算式で算出されます

　　マージン率＝（労働者派遣の平均料金－派遣労働者の平均賃金）/労働者派遣の平均料金

●マージン率に含まれる費用

・派遣労働者が年次有給休暇を取得する場合、派遣労働者の賃金を派遣先には請求することが出来ません

・健康診断費用、募集費用、就業管理費用、営業費用など

・社会保険料、有給休暇費用、会社運営費、その他、会社の管理担当者の人件費、営業所・面接会場賃貸料などの

　諸経費を差し引いたものが営業利益となります

●教育訓練に関する事項（キャリアップに資する教育訓練）

　・実施期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

　・費用負担：無料　　・賃金：有給

　・実施期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

　・費用負担：無料　　・賃金：有給

　・実施期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

　・費用負担：無料　　・賃金：有給

　・実施期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

　・費用負担：無料　　・賃金：有給

●その他労働者に関する事項

【福利厚生等】 ・各種保険完備（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険）

・年次有給休暇

・育児・介護休業制度

・定期健康診断（女性向けのがん検診制度あり）

・給与前払い制度

【雇用安定措置の実績】 計51名

岡山営業所 住之江営業所 名古屋営業所 神奈川営業所 川口営業所 小倉営業所

42人 159人 56人 19人 828人 5人

3件 6件 2件 3件 18件 1件

¥14,209 ¥14,499 ¥13,970 ¥15,921 ¥15,130 ¥17,794

¥11,009 ¥11,542 ¥9,504 ¥12,382 ¥11,829 ¥13,140

22.5% 20.4% 32.0% 22.2% 21.8% 26.2%

労使協定を締結している

（協定書の有効期間終期

2024年3月31日）

・協定労働者の範囲

（電子機器部品組立工）

労使協定を締結している

（協定書の有効期間終期

2024年3月31日）

・協定労働者の範囲

（軽作業員）

労使協定を締結している

（協定書の有効期間終期

2024年3月31日）

・協定労働者の範囲

（軽作業員）

労使協定を締結している

（協定書の有効期間終期

2022年3月31日）

・協定労働者の範囲

（軽作業員）

無し 無し

荒木　朱維名 松尾　淳一 野手　遼也 大川　仁美 坂ノ下　晴矢 正木　茂隆

086-212-1211 06-6685-0031 052-551-1112 0465-46-8380 048-420-9915 093-953-6920

【社会保険料】

・健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労働災害保険料などの事業主負担分

【有給休暇費用】

ファイズオペレーションズ株式会社　労働者派遣法第２３条第５に基づく情報提供

【会社運営費】

対象期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

キャリアコンサルティング　相談窓口

（相談受付時間　9：00～18：00）

【営業利益】

【新規採用への教育、維持、訓練向上】

【生産管理研修】

【品質管理研修】

【リーダー就任研修】

営業所名所

派遣労働者数（2023年5月31日時点）

派遣先数

労働派遣料金

1日(8時間当たり）の平均額

派遣労働者の賃金

1日(8時間当たり）の平均額

マージン率

派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定の有

無及び対象者


